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　京都市では，お子さまから高齢者の方まで，
消費生活について学んでいただく参加型イベン
トを下記のとおり開催します。
　安全安心な消費生活を営むために，みんなで
「自立した消費者」になりませんか。
　皆様の御参加をお待ちしています。

開催日時　　平成26年11月30日（日）
　　　　　　午前10時～午後4時半
開催場所　　みやこめっせ（京都市勧業館）1階　第2展示場D面
　　　　　　左京区岡崎成勝寺町9番地の1
　　　　　　※駐車場に限りがあります。会場にお越しの際は，公共交通機関を御利用ください。
実施内容　　消費生活に関するステージ企画，ブース出展のほか，KBS京都ラジオ公開生放送等を
　　　　　　行います。

「京都コンシューマーフェスティバル2014」
～消費者力ステップアップのために～を開催します！

手に取りて　産地表示も　確かめる （伏見区在住の方の作品）



ポイント

電気通信サービスの
勧誘に関するトラブル
　光回線やADSL，プロバイダー等の電気通信サービスの勧誘に関する相談が増えてい
ます。電気通信サービスの契約内容などが十分に説明されず，理解が不十分なまま契約
を急がされることからトラブルを招いています。

　大手通信会社のように名乗り，「プロバイダー契約を変更
すると，容量もスピードも速くなり，利用料金も安くなる」
と勧誘の電話があった。
　安くなるなら良いかと「契約します」と返答すると，パソ
コンを開いて待つように言われた。その後別の担当者から
電話があり，指示どおりにパソコンの操作を行い，登録完了
になった。後日届いた契約内容の確認書面に説明を受けて
いないオプション契約があったため，解約したいと申し出
ると高額な違約金を請求された。

・勧誘の電話からパソコンの設定完了まで短時間で終了し，十分な説明がないまま設定が行われて
います。
・電話で勧誘を受けて口頭で同意した場合でも契約は成立します。
・光回線やADSL，プロバイダー，ケーブルテレビ，携帯電話などの電気通信サービスの契約は，特
定商取引法のクーリング・オフ（無条件解除）は適用がありません（平成26年9月末現在）。
・遠隔操作では，業者が契約者のパソコンの操作やパソコン内の情報の閲覧が可能になります。

・契約が不要な場合はきっぱりと断りましょう。
・口頭で同意した場合でも契約は成立します。価格だけではなく，本当に自分に必要かを考えて
契約することが重要です。
・パソコンには大切な情報がたくさん入っています。遠隔操作が可能となるようなID・パスワー
ドを業者に教える場合は，慎重に検討しましょう。
・勧誘に問題がある場合は，クーリング・オフの適用はなくても交渉可能な場合があります。

困ったときは
速やかに京都市消費生活総合センター（電話256－0800）に御相談ください。



知っていますか？
「フェアトレード」について

　国際フェアトレードラベル機構が定めた「国際フェアトレ
ード基準」では，生産者の持続可能な生産と生活を支えるた
めに必要な「フェアトレード最低価格」が定められ，国際市場
価格が下落しても，輸入業者は「フェアトレード最低価格」以
上を生産者組合に保証しなければいけません。
　さらにプレミアム（奨励金）が輸入業者から生産者組合に
保証されることにより，生産技術の向上や機材の購入，地域
の学校や病院の建設といった社会発展を実現させることが
可能になります。
　また，フェアトレードでは，環境や労働条件にも配慮し，環境破壊をしない
持続的な生産技術や原料を使うことを原則とし，森を破壊したり，危険な農薬
を使ったりすることなく安全で衛生的な労働環境が守られるように定められ
ています。

　フェアトレード製品には，国際フェアトレードラベル機構が定めた基準が
守られている事を証明する「国際フェアトレード認証ラベル」が貼られている
ものや，企業が独自で基準を設けて「フェアトレード」と標記されているもの
があります。
　価格面だけではなく，手にする商品がどこから来て，支払うお金がどこにい
くのかを考えて，このような商品の購入も検討されてはいかがでしょうか。

　「フェアトレード」とは，発展途上国で生産された作物や製品を適正な価格で継続的に取り引き
し，生産者の持続的な生活向上を支える仕組みです。
　発展途上国の中には，生産者が十分な生活ができない賃金で労働を強いられているところがあ
り，そのことが，暮らしを支えるために，多くの子どもたちが働かざるを得ない状況を生み出して
います。
　国際労働機関（ILO）の報告によると，平成 24 年の世界の児童労働者は 1億 6,800 万人となっ
ており，これは全世界の子どもの人口（5歳～ 17 歳）の 10.6％に当たります。
　消費者である私たちが，正当な価格で取引されたフェアトレード商品を購入することで，発展途
上国の人たちの暮らしを支援し，子どもたちが学校で教育を受ける機会を与えることができます。
　しかし，私たちがフェアトレード商品を購入することで，すぐに発展途上国の人たちの暮らしが
改善されるものではないため，このような支援をブーム的なもので終わらせてはいけません。
　現在，一部の企業でもコーヒーやチョコレートなどのフェアトレード商品を販売しています。私
たちがフェアトレード商品を選択し購入することは，企業がフェアトレード商品の販売を促進す
ることにもなり，さらにたくさんのフェアトレード商品が店頭に並ぶことにもつながります。まさ
に，私たちの消費行動で，発展途上国の人たちの暮らしを向上させていくことができ，社会貢献に
もつながっていきます。

「フェアトレード」の仕組み

「フェアトレード」とは？
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家族そろってインターネット上で楽しく学ぼう！

消費生活学習すごろく
　京都市消費生活総合センターのホームページで，
小学生高学年・中学生とそのご家族を対象にした，
消費生活学習すごろくを配信しています。当セン
ターのキャラクターであるクーリング・オフマンな
どが登場するすごろくを，クイズやイベントなどを
クリアしながら進めることで，消費生活に関するさ
まざまな問題について，楽しく学習することができ
ます。4人までプレーすることができますので，ご
家族そろって，ぜひアクセスしてみてください。

京都市　インターネット消費生活相談

京都市　消費者生活学習すごろく

京都市消費者生活総合センター


